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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和2年4月9日(2020.4.9)

【公開番号】特開2019-78707(P2019-78707A)
【公開日】令和1年5月23日(2019.5.23)
【年通号数】公開・登録公報2019-019
【出願番号】特願2017-207839(P2017-207839)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  35/08     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  37/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   35/08     　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ   37/00     １０１　

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月28日(2020.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂からなる第１の基板および樹脂からなる第２の基板が接合されてなり、少なくとも
第１の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第１の基板と前記第２の基板との
接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、
　前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、
　前記流路用形成用段差の側壁面とこれに連続する接合面とのなす角度θ1が、θ1＞９０
°を満足し、
　前記接合面、および前記第２の基板における前記第１の基板に接する側の表面は、それ
ぞれ平坦であり、
　前記接合面の幅が５００μｍ以上であることを特徴とするマイクロチップ。
【請求項２】
　前記非接触部の側壁面とこれに連続する接合面とのなす角度θ2が、θ2＞９０°を満足
することを特徴とする請求項１に記載のマイクロチップ。
【請求項３】
　樹脂からなる第１の基板および樹脂からなる第２の基板が接合されてなり、少なくとも
第１の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第１の基板と前記第２の基板との
接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、
　前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、
　前記流路用形成用段差の側壁面および前記非接触部の側壁面の少なくとも一方において
、当該側壁面に連続する接合面に接近した箇所がＣ面取り形状またはＲ面取り形状とされ
ており、
　前記接合面、および前記第２の基板における前記第１の基板に接する側の表面は、それ
ぞれ平坦であり、
　前記接合面の幅が５００μｍ以上であることを特徴とするマイクロチップ。
【請求項４】
　前記第１の基板および前記第２の基板の周縁部の少なくとも一部において、当該第１の
基板と当該第２の基板との接合部が形成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項
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３のいずれか一項に記載のマイクロチップ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明のマイクロチップは、樹脂からなる第１の基板および樹脂からなる第２の基板が
接合されてなり、少なくとも第１の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第１
の基板と前記第２の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであっ
て、
　前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、
　前記流路用形成用段差の側壁面とこれに連続する接合面とのなす角度θ1が、θ1＞９０
°を満足し、
　前記接合面、および前記第２の基板における前記第１の基板に接する側の表面は、それ
ぞれ平坦であり、
　前記接合面の幅が５００μｍ以上であることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明のマイクロチップは、樹脂からなる第１の基板および樹脂からなる第２の
基板が接合されてなり、少なくとも第１の基板に形成された流路形成用段差によって、前
記第１の基板と前記第２の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップ
であって、
　前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、
　前記流路用形成用段差の側壁面および前記非接触部の側壁面の少なくとも一方において
、当該側壁面に連続する接合面に接近した箇所がＣ面取り形状またはＲ面取り形状とされ
ており、
　前記接合面、および前記第２の基板における前記第１の基板に接する側の表面は、それ
ぞれ平坦であり、
　前記接合面の幅が５００μｍ以上であることを特徴とする。
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